
日時

区内には19の青少年育成地区委員会があり、1，656人の方が地
域の青少年の健全育成を目的に、活動しています。
自治町会代表、青少年委員、スポーツ推進委員、保護司代表、
民生委員・児童委員代表、青少年団体代表、子ども会代表、PTA
代表など、地区内で活動されている方々で構成されており、それ
ぞれの地区の特色を生かしたさまざまな取り組みを行っています。

【担当課】 地域教育課 �03‐5654‐8482

主な活動
●愛の一声運動やあいさつ運動などの地域パトロール
●少年の主張大会、かつしか郷土かるた大会、地区ロードレース
大会などの開催
●地区だより（地区委員会の広報紙）の発行

活動紹介
た はら かず よし

青少年育成四つ木地区委員会 研修部長 田原 和佳さん
四つ木地区委員会では、特色ある活動として小・中学生の児童
・生徒や区内の高校生も参加する音楽祭を毎年開催しています。
楽器とのふれあいを通じてそれぞれが交流し、中学校や高校進学
へのイメージを膨らませる機会としても企画しています。
昨年は新型コロナの影響で音楽祭は中止となりましたが、初の
試みとして、東京2020パラリン
ピックブラインドサッカー日本

たか だ さと し

代表前監督の高田敏志氏を招き、
子どもたちへの指導方法や障害
のある方への向き合い方など、
子育て世代の保護者に向けた講
演会を開催しました。

青少年育成地区委員会を紹介します

ふた ば ちゅう がっ こう や かん がっ きゅう

双葉中学校の夜間学級
つう じょう がっ きゅう に ほん ご がっ きゅう

（通常学級・日本語学級）の
せい と ぼ しゅう

生徒を募集しています
たん とう か がく む か

【担当課】 学務課
ふた ば ちゅうがっ こう ちゅうがっ こう そつぎょう ひと

双葉中学校には、中学校を卒業できなかった人や、いろいろな
り ゆう ちゅうがっ こう じゅうぶん まな ひと よる べん きょう

理由があって中学校で十分に学べなかった人のために、夜に勉強
や かん がっ きゅう こく せき ひと にゅう がく

できる夜間学級があります。どの国籍の人も、いつでも入学でき
ます。

つうじょうがっきゅう ほか に ほん ご がっきゅう じゅ ぎょう に ほん ご

また、通常学級の他に日本語学級があります。授業を日本語で
う むずか ひと む し どう おこな

受けることが難しい人に向けて指導を行っています。
たいしょう つぎ すべ がい とう ひと

【対象】 次の全てに該当する人
と ない ざいじゅう ざい きん ひと▲

都内在住・在勤の人
ちゅうがっ こう そつぎょう じっ しつ てき まな ひと▲

中学校を卒業していないか、実質的に学べなかった人
へい せい ねん がつ にち い ぜん う ひと がつ にゅう がく へい せい▲

平成18年4月1日以前に生まれた人（4月からの入学は平成19
ねん がつ にち い ぜん う ひと

年4月1日以前に生まれた人）

じゅぎょう じ かん

【授業時間】
げつ きん よう び しゅくじつ ちょう き きゅう か のぞ ご ご じ ふん じ

月～金曜日（祝日と長期休暇を除く）／午後5時25分～9時
か もく

【科目】
こく ご しゃ かい すう がく り か えい ご おん がく び じゅつ ほ けん たい いく ぎ じゅつ

国語、社会、数学、理科、英語、音楽、美術、保健体育、技術・
か てい

家庭
しゅうりょう じ ちゅうがっ こう そつぎょう みと

※修了時には、中学校の卒業が認められます。
がっ こうぎょう じ

【学校行事】
えん そく うん どう かい ぶん か さい しゅうがく りょ こう しゅくはくぎょう じ

遠足、運動会、文化祭、修学旅行、宿泊行事などがあります。
ひ よう

【費用】
じゅぎょうりょう む りょう きゅうしょく ひ きょうざい ひ か

授業料は無料（給食費・教材費などは掛かります）。
もうしこみ ほう ほう

【申込方法】
でん わ う つ

電話で受け付けています。
がつ にゅう がく き ぼう ひと

※4月からの入学を希望する人は
はや れん らく けん がく

お早めにご連絡ください。見学も
できます。
もう こ

【申し込み】
ふた ば ちゅうがっ こう はな ぢゃ や

双葉中学校（お花茶屋1‐10‐1）
�03‐3602‐7979

区民相談室一斉相談会
弁護士や税理士など、区民相談室で相談を行っている専門家による一斉相談会
です。面談の他、電話・ビデオ通話（オンライン）でも相談できます。

3月21日（月・祝）午前9時～午後1時
会場 葛飾区役所
対象 区内在住・在勤の方
相談できる内容（相談員）・定員▲

法律（弁護士）／24人

▲

不動産取引（宅地建物取引士）／12人▲

登記・測量（司法書士、土地家屋調査士）／12人▲

遺言書・遺産分割協議書、外国人の在留等手続き（行政書士）／12人▲

税金（税理士）／12人▲

建築・リフォーム（建築士）／12人▲

年金・社会保険・労働問題（社会保険労務士）／6人▲

交通事故（交通事故相談員）／3人
予約方法 3月7日㈪午前8時30分から電話で（先着順）。
申し込み 区民相談室 �03‐5654‐8612～5
担当課 すぐやる課

こうほう

広報かつしかを
た げん ご よ あ

多言語・読み上げアプリ
よ

「カタログポケット」で読めます！

おも き のう

主主なな機機能能
じ どう ほん やく

●自動翻訳
に ほん ご えい ご ちゅう ごく ご かん たい じ はん たい じ かん こく

日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓国
ご ご ご ご

語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・インド
ご ご よ

ネシア語・ベトナム語で読めます。
おん せい よ あ

●音声読み上げ
き げん

聞きたいところをタップすると、さまざまな言
ご よ あ

語で読み上げます。
よ

QRコードから読んだり、アプリを
インストールしたりできます。

広告 内容については広告主にお問い合わせください。

▲講演会の様子

じゅ ぎょう よう す

▲授業の様子

休日開催・無料

たん とう か こう ほう か

【担当課】 広報課 �03‐5654‐8116
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